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※アドレスが変わりました。

雇用調整助成金 特例措置のさらなる拡大へ

３月28日、厚生労働省は、新型ウイルス感染

症（COVID-19）により影響を受ける事業主を支

援するため、雇用調整助成金の特例措置の更な

る拡大を今後行う予定であると発表しました。

緊急対応期間は本年４月１日から６月30日ま

でとし、詳細については、あらためて公表され

ます。

緊急対応期間として４月１日から６月30日ま

で、全国で実施されます。生産指標要件が10％

から５％への緩和や助成率も中小企業・４/５、

大企業２/３などの措置が実施予定です。※解雇

等を行わない場合は９/10(中小)３/４(大企業)

特例措置の拡充にあわせて、手続き等の簡素

化も行うようになっています。また、教育訓練

の内容に応じて加算額を引き上げる措置も別途

講じる予定です。今後、詳しい内容が発表され

次第、お知らせします。

○厚生労働省：３月 28日報道発表 ※厚労省：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.html
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